
第 219 回定期講演会 講演録 
日時: 令和 5 年 8 月 17 日（木）
（Zoom によるオンライン開催）

「G7 都市大臣会合とまちづくり GX、DX の取組みについて」

国土交通省 都市局 都市計画課長 鈴木 章一郎

 
どうも皆さん、こんにちは。国土交通省の都市計

画課の鈴木と申します。今日は本当に、貴重な機会

をいただきまして、ありがとうございます。今日い

ただいているお題で、 の都市大臣会合について

話をしなさいということで、お話をいただいてお

りますので、そこをお話させていただきたいと思

っています。

最初に、何で都市大臣会合というテーマが発生

してきたのかというお話と、それから今回こうい

う機会に当たって、我々都市局でどんなことを考

えたのか、そういうところについて少しお話をさ

せていただければと思います。

． 都市大臣会合の概要

まず、都市大臣会合の概要というところですけ

れども、この 月の頭に、香川県の高松市で行われ

たわけですけれども、この都市大臣会合、日本では

初めての開催になります。昨年のドイツが最初だ

ったのですけれども、元々何で都市大臣会合とい

うものをやろうという話になったのかというとこ

ろなのですけれども、この会合のポイントという

ところにもいくつか書いてあるのですけれども、

かなり世界の中で気候変動ということが大きな話

題として取り上げられるようになってきています。

そういう中で、そういう話にきちっと対応できる

というのは、やっぱり人やいろんな財産、資産が集

まっている都市というのが、非常に大きな要素で

はないかと。その影響力の大きい都市について、い

ろんなことを考えましょうよと。そういうことが、

もともと去年ドイツ、ポツダムにおいて、第 回が

行われたときに話し合われた中身です。

そこからで言いますと、 ページをご覧いただけ

ればと思うのですが、ここにテーマと意義とある

のですけれども、一番上の所、見ていただきますと、

先ほどの気候変動あるいは生物多様性ということ

で、課題が地球規模になってきたということが、大

きな問題意識としていわれております。その意味

でも、ここにあるように、人口と資産が集中する都

市というのは、非常に大きな力も持っているし、同

時に大きな責任も持っていますよねと。そういう

ことで、その中にいる色んな主体が参画して、この

問題解決に当たっていこうではないかと、そうい

うことを言ったわけです。

ページに成果ということで挙げさせていただ

いているのですけれども、一番上に全体像が書い

てあります。ネットゼロであったりとか、レジリエ

ントという言葉があるのですけれども、こういう

都市をつくるために、そこに向けてきちっと社会

を変えていかないといけませんよね、そこに向け

て移行しましょうということが、大きく言われて

います。この一枚紙、全体の成果を通じて、移行と

いうことが非常に重要なキーワードとして出てく

るのですけれども、ネットゼロやレジリエンスに

移行するときに、どうしてもやっぱり社会的なコ

ストというのが発生してくるのですけれども、そ

のコストが弱い人たちに、不公正に偏るというこ

とがあってはいけませんよねと。その意味で、都市

というのは、いろんな立場の人がいらっしゃるの

で、それぞれの立場の人たちが、その痛みやコスト

というのをできるだけ公正に負担するように考え

ましょうと。このことから、インクルーシブという

言葉が真ん中に出てきます。さらに、できるだけ移

行のコスト自体は小さいほうがいいですねという

こともあって、そうなると、色んなデータを収集し

て活用することで、その移行コスト自体をできる

だけ下げていく、あるいは移行を円滑にしていく
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ために、デジタルの力を借りましょうということ

で、この右側にデジタルということが出てまいり

ます。そういうことで、グリーンな社会を目指した、

移行ということを大きなテーマにしているのです

けれども、そのための移行のあり方というところ

でインクルーシブ、また移行のコストをできるだ

け低く、また移行を円滑にということでデジタル、

そういう三つのテーマで話し合いがされました。

その中でも、特にこのネットゼロやレジリエン

スのところでいいますと、都市の緑地の話、あるい

はさらにそこに民間投資が向けられるような市場

環境整備、そういったことをテーマとして挙げま

した。また、都市構造の問題であったりとか、ウォ

ーカブルな空間、そういうことが、ネットゼロ、レ

ジリエンスのところでは挙げられました。

インクルーシブの部分でいいますと、これは例

えば住宅の問題だったりとか、あるいは公共交通

の問題であったりとか、できるだけ色んな立場の

方がアクセスしやすい都市ということが大切では

ないかということで、大きなテーマに挙げられて

います。それから、色んなコミュニティの中で、

様々な方が心地よく暮らしていけるようにという

ことで、多様性のある地域コミュニティ。それから、

特にヨーロッパでも、あるいは日本でも話題にな

ることもありますけれども、都市内の格差と、それ

から都市間、都市の間の格差、それぞれが不合理な

形で顕在化することがないようにということで、

都市の中の問題、それから都市の間の問題、それぞ

れの格差というのをできるだけ小さくしていこう

よと。そういうことで、この 番目にあるような、

それぞれが包括的に成長することの重要性がうた

われています。

デジタルの所でいうと、データを、きちっと収集

して更新をするということもそうですけれども、

みんなが使えるようにということで、標準化とか

オープン化、そういったことが挙げられています。

もう一つ、最後の所に書いてありますけれども、

ウクライナ。これは、広島でのサミットがありまし

たけれども、このコミュニケの中でウクライナに

関する部分がありましたので、それの再確認。重要

なインフラの修復、復旧、復興を支援するために共

同の努力を続けましょう、そういったことを確認

しています。

この 、香川高松というのは、我々日本として

も、また国交省都市局としても、初めてのホストの

経験だったわけですけれども、次のページをお開

きいただきますと、いくつかその模様が書いてあ

りますけれども、かなり閣僚の皆さんも、各国から

参加もいただきまして、また何よりも、地元の香川

県高松市の皆さんが、非常に熱い思いでもってホ

ストをしてくださったということがあります。お

かげさまで、写真にもあるように、お天気も何とか

もちまして、フォトセッションやエクスカーショ

ン含め、非常に順調に進行させていただいたな、と

いうふうに思います。

会合をやって何が残ったのか、というところが

一つ大事になると思うのですけれども、やはり一

つ目というのは、これは地元の池田知事もおっし

ゃっていたのですけれども、これから気候変動と

か、あるいは持続可能な社会、都市をつくっていく

ことが、それは住民の皆さん、国民の皆さん、一人

一人の自分ごととしての問題なのだということで、

そういった住民の皆さん、国民の皆さんの意識に、

この会合がきっかけとなって訴えかける機会にな

ったということだろうと思います。

それからもう一つは、これは都市政策のやり方

の問題でもあるのですけれども、今回こういうコ

ミュニケをまとめるに当たって、 と言ってい

ま す けれ ども 、

ということで、それぞれの の都市を

担当している役所の課長クラスがメンバーになっ

て、ずっと、どういう話し合いをしようか、会議で

どういうテーマの充実につなげようか、そういう

ことを カ月に 回くらい、オンラインも含めて、

ずっと定期的に話し合いを続けてきました。これ

は、大臣会合が終わったら終わりでもなくて、次の

開催国であるイタリアにつなげていくということ

もありますので、そこの受け渡しということも含

めて、さらにまたこの事務体な会合は続いていく

ことになっています。なので、年間を通じて定期的

に、都市問題について、恒常的に話し合う の場

というのは、実はこれまであまりなかったのです

けれども、これがドイツの最初の都市大臣会合を

きっかけに、定期的にある程度、固定のメンバーで

話をしましょうよというふうに機運ができて、実

際にそういう組織もできたものですから、普段の

意見交換であったり、情報交換、そういったものが、

これからまたより密にできるようになったのかな

と。これは、日本の都市政策にとっての一つのレガ

シーかなと思っています。
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それから三つ目なのですけれども、最も大きな

ものは、国内でのこれからの施策へのつながりが

できたということが、一つあるかなと思っていま

す。 ページに戻っていただきますと、これは、で

きるだけ逆算の発想をしようよということで、今

回コミュニケをまとめるに際しまして、最初にあ

る程度、もちろん時々で少し変わってはいきまし

たけれども、コミュニケにどんなことを盛り込む

か、 の皆さんと価値を共有したいかということ

で、結構、初めの段階からこういったものをまとめ

て書き出しておりました。

その中でも、特に右上のカーボンニュートラル

とかレジリエンスを見ていただきますと、都市内

緑地の充実、それに向けた民間投資の促進、こうい

ったものをキーワードとして挙げていまして、逆

にここに日本としてきちっと持ち込めるように、

この主張が理解をされるように、きちっと色んな

話し合いをしていこうということで、先ほど申し

上げた の会議なども運営をしてまいりました。

それから日本としての、コンパクト・プラス・ネッ

トワーク、あるいは事前防災の政策、こういったも

のもきちっとテーブルに上げていくということで、

やってまいりました。インクルーシブと先ほどの

住宅、あるいは公共交通含めたアクセスしやすい

都市ということもそうですし、内閣の課題である

子ども子育てといったことも、日本としては大事

なテーマとして挙げてまいりました。それから先

ほどのデジタルというと、データのオープン化と

か標準化、こういったものを挙げてきています。

こういうことで、できるだけ逆算をして、世界の

国々、 の国々に対して、色んなことがお話をで

きるようにということでやってまいったのが、今

回の だったかなと思います。おかげさまで、非

常にいい形で終わることもできまして、またメデ

ィアにも、この成果を含めて、取り上げていただい

たかなというふうに思っていて、まずは、最初のホ

ストとしては、しっかりできたのではないかなと

いうことを思っています。それを踏まえて、レガシ

ーの一つでもあるのですけれども、これからの施

策にどう生かすのかということを次にお話をして

いきたいと思います。

．まちづくり の取組み

ページに少し飛んでいただきますけれども、

ここでまちづくり という言葉が出てまいります。

これは、先ほどの大臣会合のコミュニケの中でも、

都市の緑というのが大事なのですということを大

臣からもプレゼンをいただいたのですけれども、

そういう中で、大きく二つの柱がございます。①か

ら③までのところ、これは、都市の緑の話。それか

ら④は、エネルギーを効率的に使いましょう、面的

なエネルギーシステムをきちっと導入して、うま

く使っていきましょう。そういうことが書いてあ

るのですけども、そこについて少しお話をさせて

いただきたいと思います。

①のところから申しますと、都市の緑というの

は、一言で言うとなかなかお金にならないと。緑を

そのまま植えておくよりは、ビルにしたりとか、マ

ンションを建てた方が、キャッシュを生みやすい

というのが、地主さんの一般的な感覚だったと思

います。そういうこともあって緑が減ってきたと

いうことがあったのですけれども、右側の所を見

ていただきますと、いわゆる の話、それから

、これはクライメットのほうは、例えば東証プ

ライムでは上場基準になっているとか、そういっ

た形で企業が環境に対してきちっと意識をしてい

る、そのために具体的な行動を取っているという

ことが、経済活動の中でも非常に重視をされよう

になったな、と思っています。クライメットに加え

て、 ということで、これはネイチャー、生物

多様性なのですけれども、これについても、基準が、

この秋にできてくるとか、そういったことで具体

的に社会実装をされるという動きが進んでいます。

番の左側の所を見ていただくと、要は、なんか

緑っていいものですよねという、何となく雰囲気

的な話であったのが、右側を見ていただくと、先ほ

どの気候変動、大臣会合でも話題になった生物多

様性、あるいは人の暮らしやすさ、豊かさ、幸せ感

といった 、こういうことを、緑の機能

としてきちっと定義付けた上で、それを場合によ

っては数値化もしながら、きちっと確保を目指し

ていきましょうよと、そういう動きが非常に盛ん

になってきているかと思っています。こういうこ

とに対応して、どんな手を打っていくかというこ

とが大きな課題かなと思っています。

番の所に戻っていただきますと、そもそも都市

計画がそうですけれども、基本的には緑に関する

施策は市区町村が中心に担っていただいていると

いうことがございます。一方で、まさに今の 都

市大臣会合でも見ていただいたように、課題の規
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模が大きくなってきましたね、ということが強く

言われております。そういう部分でいうと、もう少

し国の果たす役割というのを重視すべきじゃない

ですか、そういうことが国際的な認知もされてき

たということがありまして、どうやってこれを国

の政策にしていくかということが、今、問われてい

るのだと思っています。

それから 番目の所は、これは面的エネルギー

の話ですけれども、都市では、いわゆる火力発電所

とか他の発電所で発電されるような系統電力を利

用することが中心であったけれども、カーボンニ

ュートラルのために、どうやってリニューアブル

エナジーを使ったり、都市の中で、特に大規模開発

の中でも、エネルギーの使用の効率化が図れるか、

そういったことが今、改めて問われていると思っ

ています。

これらの大きな、これまでとは違う動きをとら

まえたところで、「まちづくり 」という言葉を提

唱して、政策を打っていきましょうということで、

今、提案をしているところです。

ページ進んでいただきますと、 ページです

けれども、都市の緑地について、先ほどお話をした

ようなことの、もう少し詳細な話がここに書いて

あります。大きなポイントとしては、左側の気候変

動を見ていただきますと、温暖化対策計画の中で、

都市の部分、都市が を吸収する、いわばノルマ

というか、そういう目標値が 万 という

ことで、具体的に挙げられてきたりもしています。

それから は、先ほど申し上げた東証のプライ

ムの上場基準だったりもしています。

それから今、この気候変動の文脈でいいますと、

というのも非常に大事なのですけれども、それ

に加えて暑さの問題、かなりこの夏、暑かったです

が、ここについてどういうふうに取り組んでいく

のかというのは、大きな話になってきています。ち

ょっとこの紙面には挙げていませんけれども、今

年の 月は、世界的にも権威のある医療系の雑誌

に、例えば街中の緑を 割まで増やしてくると、熱

中症で亡くなる方の比率というのは、 割、 割下

げられるのではないかというような研究成果が発

表されたりもしています。ここにも、街路樹の下だ

と体感温度が 度違うということで、非常に大き

な成果が出るよということが出ていますけども、

緑は、気候変動対策・対応に非常に大きく役立つと

思っています。

それから生物多様性、まさにこれから基準も作

られて、大きく動いてくるのですけれども、 、

よく言われていますけれども、 年までに生物

が活動しやすい陸と水の面積を、 割にしていきま

しょうという目標が掲げられています。また昆明・

モントリオールの中では、ターゲット というこ

とで、都市計画自体についても、生物多様性に配慮

して計画してくださいねということが、はっきり

とうたわれていたりもします。

それから は、まさに でも で

も、その大切さがうたわれていたりするわけです。

こういったことを受けまして、国の政策として、し

っかり位置付けて取り組んでいきましょうという

ことと、それから同時に色んなプロジェクトであ

ったり、土地の管理は、民間によるものの方が多い

ですので、緑の確保について民間の皆さんの力を

どう生かしていくのか、活用させていただくのか

というのは、非常に大きなテーマだと思っていま

す。

ページに移っていただきますと、いくつか事

例をここで挙げさせていただいております。左側

が大手町の森ということで、これは非常に有名な

所かと思っていますけれども、緑のキャノピーと

いうことでつくられておって、元々の 種から

種にも、生物の数を増やしておられますし、皇

居からタヌキも来るということで、色んな動植物

の貴重な生息地になっているということだろうと

思います。

それから、右側は、三菱 さんが、これは元々

社員の研修所を再整備されて、森とか芝生広場を

つくっておられる。そういうようなことが、民間の

事業者さんの中で動きとして出てきているもので

すから、こういうものをしっかり生かしていく、も

っと応援していくということのために何ができる

かということで、我々考えています。

ページ、次に見ていただきますと、この中で

まちづくり 、どんな方向で取り組んでいきたい

かということを挙げさせていただいています。左

上の所、 番になるのですけれども、今まで都市計

画の中で、自然的、保全的な話というのは、当然い

くつか制度もありますが、例えば都市計画法の「都

市計画の基準」の記述でいいますと、ちゃんと自然

にも配慮しましょうねと、少し言葉は良くないで

すけれども、ここ「にも」配慮しましょうというよ

うな言われ方がされているというところがあるの
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模が大きくなってきましたね、ということが強く

言われております。そういう部分でいうと、もう少

し国の果たす役割というのを重視すべきじゃない

ですか、そういうことが国際的な認知もされてき

たということがありまして、どうやってこれを国

の政策にしていくかということが、今、問われてい

るのだと思っています。

それから 番目の所は、これは面的エネルギー

の話ですけれども、都市では、いわゆる火力発電所

とか他の発電所で発電されるような系統電力を利

用することが中心であったけれども、カーボンニ

ュートラルのために、どうやってリニューアブル

エナジーを使ったり、都市の中で、特に大規模開発

の中でも、エネルギーの使用の効率化が図れるか、

そういったことが今、改めて問われていると思っ

ています。

これらの大きな、これまでとは違う動きをとら

まえたところで、「まちづくり 」という言葉を提

唱して、政策を打っていきましょうということで、

今、提案をしているところです。

ページ進んでいただきますと、 ページです

けれども、都市の緑地について、先ほどお話をした

ようなことの、もう少し詳細な話がここに書いて

あります。大きなポイントとしては、左側の気候変

動を見ていただきますと、温暖化対策計画の中で、

都市の部分、都市が を吸収する、いわばノルマ

というか、そういう目標値が 万 という

ことで、具体的に挙げられてきたりもしています。

それから は、先ほど申し上げた東証のプライ

ムの上場基準だったりもしています。

それから今、この気候変動の文脈でいいますと、

というのも非常に大事なのですけれども、それ

に加えて暑さの問題、かなりこの夏、暑かったです

が、ここについてどういうふうに取り組んでいく

のかというのは、大きな話になってきています。ち

ょっとこの紙面には挙げていませんけれども、今

年の 月は、世界的にも権威のある医療系の雑誌

に、例えば街中の緑を 割まで増やしてくると、熱

中症で亡くなる方の比率というのは、 割、 割下

げられるのではないかというような研究成果が発

表されたりもしています。ここにも、街路樹の下だ

と体感温度が 度違うということで、非常に大き

な成果が出るよということが出ていますけども、

緑は、気候変動対策・対応に非常に大きく役立つと

思っています。

それから生物多様性、まさにこれから基準も作

られて、大きく動いてくるのですけれども、 、

よく言われていますけれども、 年までに生物

が活動しやすい陸と水の面積を、 割にしていきま

しょうという目標が掲げられています。また昆明・

モントリオールの中では、ターゲット というこ

とで、都市計画自体についても、生物多様性に配慮

して計画してくださいねということが、はっきり

とうたわれていたりもします。

それから は、まさに でも で

も、その大切さがうたわれていたりするわけです。

こういったことを受けまして、国の政策として、し

っかり位置付けて取り組んでいきましょうという

ことと、それから同時に色んなプロジェクトであ

ったり、土地の管理は、民間によるものの方が多い

ですので、緑の確保について民間の皆さんの力を

どう生かしていくのか、活用させていただくのか

というのは、非常に大きなテーマだと思っていま

す。

ページに移っていただきますと、いくつか事

例をここで挙げさせていただいております。左側

が大手町の森ということで、これは非常に有名な

所かと思っていますけれども、緑のキャノピーと

いうことでつくられておって、元々の 種から

種にも、生物の数を増やしておられますし、皇

居からタヌキも来るということで、色んな動植物

の貴重な生息地になっているということだろうと

思います。

それから、右側は、三菱 さんが、これは元々

社員の研修所を再整備されて、森とか芝生広場を

つくっておられる。そういうようなことが、民間の

事業者さんの中で動きとして出てきているもので

すから、こういうものをしっかり生かしていく、も

っと応援していくということのために何ができる

かということで、我々考えています。

ページ、次に見ていただきますと、この中で

まちづくり 、どんな方向で取り組んでいきたい

かということを挙げさせていただいています。左

上の所、 番になるのですけれども、今まで都市計

画の中で、自然的、保全的な話というのは、当然い

くつか制度もありますが、例えば都市計画法の「都

市計画の基準」の記述でいいますと、ちゃんと自然

にも配慮しましょうねと、少し言葉は良くないで

すけれども、ここ「にも」配慮しましょうというよ

うな言われ方がされているというところがあるの

 

ですけれども、こういうところをどういうふうに

捉え直していくかというのは、時代の価値観の変

化の中で、大きなテーマかなということを思って

います。

もう一つは、国の役割が大きくなったというこ

とを申し上げたのですけども、国の基本方針とい

うことを、しっかり位置付けていくことがあって

もいいのではないか。それから、ちょっと細かい話

になるのですけれども、都市緑地法という法律が

あります。この法律の中で、自治体において、どん

なふうに緑を整備して、また守っていくのかとい

う青写真を、緑の基本計画と言っていますけれど

も、それを作りましょうねということになってい

るのですが、その作りましょうねと言われている

のが、実は市町村だけなのです。その意味では、事

実上は結構、都道府県などでも半分ぐらいは、都道

府県レベルの広域の計画を作っておられるところ

もあるのですけれども、これは、法律の形できちっ

と格上げして位置付けるということも、議論とし

てはあっていいのではないか、そんな検討もして

います。

右上の緑の 番目の所にいっていただくと、先

ほど民間の投資をということをお話しさせていた

だいたのですけれども、いいプロジェクト、特に生

物多様性を守ったり、 の効果を高めた

り、いいプロジェクトに対してお金が集まるとい

う世の中にしたいですね、ということがございま

すが、そのためには、いいものがいいというふうに

評価をすることが必要になってきます。このため、

民間事業者さんの事業というのを、うまく客観的

に評価をして、認証するという仕組みがつくれな

いか、ここに国も絡んでいけないか、そういうこと

を思っていまして、そんな検討もしていこうかと

思っています。

左下の 番の所ですけれども、自治体の財源も

大事なので、ここに向けた取組みとして、特に下の

所の法人の話を今、挙げさせていただいています。

特別緑地保全地区という仕組みがあって、民間の

個人の方あるいは法人の方の土地であっても、そ

の特別緑地保全地区に指定をされると、勝手に木

が切れませんとか、家を建てられませんと、そうい

う緑を保全していくという地区があります。これ

は、土地の使い方としては非常に制約がきつくな

るので、この地区に指定をされると、ほぼほぼ経済

的な使い方というのは難しくなりますということ

なので、その裏腹として、指定されてしまったら、

自治体に自分の土地を買い取ってくださいという

ことで、申し出をすることができるという仕組み

があります。その地主さんから買い取ってくれと

言われた場合には、自治体はこれを買い取らなき

ゃいけないという、自治体の側に義務が発生をし

ます。そういうこともあるので、しっかり守らなき

ゃいけないところは、自治体さんもしっかり指定

しようという思いを持っておられるところが多い

のですが、結構、相続などで一気に広い土地がどん

と出ると、一気に買い取れるかというと、なかなか

広い面積、自治体も毎年の予算の手当てがありま

すので、しんどいという場面があるのですけど、そ

ういうときに、全国法人なんかが、まずは一回買っ

てあげて、それを自治体が割賦で分割して法人か

ら買い戻すと。そういうことをすると、毎年の自治

体の予算の手当てに関わりなく、安定的に指定が

できないか、といったことも考えています。

それから、右側の下の所は都市のエネルギーの

再エネ化というところなので、これまた後で少し

お話をさせていただきたいと思う。

次のページに移っていただきますと、 ページ

の中で、まちづくり ということが、政府の方針

にどんなふうに位置付けられているかということ

をお示ししています。このまちづくり というの

は、新しく作った言葉なのですが、先ほどのとおり

緑の話と、それから面的なエネルギー、エネルギー

の効率使用という話になりますので、今日、できれ

ば皆さん、このまちづくり という言葉だけでも

覚えていただければありがたいなと思っています。

上から、骨太の方針、真ん中で、新しい資本主義の

グランドデザインの中でも出てまいります。それ

から都市局でやっています都市計画審議会の、都

市計画基本問題小委員会というのがあるのですけ

れども、この中でも登場したりしてまいります。

先ほど、民間投資というのを、どういうふうにし

っかりと応援をしていくかということを、お話を

申し上げたのですが、せっかくの機会ですので、そ

れについての検討状況も、ご紹介をさせていただ

きたいと思います。

ページになるのですけども、いいプロジェク

トについて、きちっとお金が集まるように、そのた

めにはいいものをいいと、どう評価できるかとい

うことが非常に大切ですね、ということを申し上

げたのですけれども、その評価の仕方について、こ
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の一番下に委員の先生がいらっしゃいますけれど

も、金融の専門家あるいは造園、あるいは環境の専

門家の皆さんに集まっていただいて、本当に多面

的な角度から色んなご議論をいただきました。た

またまこの 月から 月まで、ずっと何回かご議

論をいただいたのですけれども、非常に熱心に議

論をいただきましたので、その成果というか中身

について、少しご紹介をしたいと思います。

ページになるのですけれども、ここはどんな

緑を認証の対象にするか、ということが書いてあ

ります。左は、例えばビルを建てるときのプロジェ

クトで、新たに緑をつくり出す、そういう場合が一

つの対象です。それから、右側を見ていただくと、

今ある緑地なのですけれども、そこをどういうふ

うにうまく管理をしていくのか。これは、物理的に

何か上手いやり方をということもあるのですけれ

ども、同時に上手い仕組みでもって、ファイナンス

的にも継続的な管理、持続的な管理が可能になる

ような仕組み方をする、そういったことも両方入

ってくるのかなというふうに思っています。

枚めくっていただきまして、どんな単位でこの

緑を評価したらいいのか、ということなのですけ

れども、今回、我々のテーマの一つというのは、広

域性であったり、あるいはネットワークというこ

とだと思っています。どういうことかといいます

と、例えば鳥であったりとか、あるいは動物でも例

えば多少大型の哺乳類とか、そういうところにな

ればなるほど、行動半径って広がってくるのだろ

うと思います。そういう意味でも、左のように街区

であったり、そういう単位で緑というのを認証し

ていくというのも一つ大事なこと。それぞれの

個々のものがないと、なかなかつながらないので、

そういう個々のユニットって大事なのですけれど

も、一方で、地域という単位に、それがどう貢献す

るかということが、評価としては非常に難しいの

ですけども、そこまで本当は評価をすべきだろう

と、そういう議論をしています。

そんなこともあって、右側のオレンジの所を見

ていただきますと、イメージとしてはこういう幾

つかの緑の塊をそれぞれ捉えて、それがネットワ

ーク化されるようなことが、上手く実現される。そ

のことを、そこにつながるような緑の配置であっ

たり、あるいはリソースの仕方を評価してあげる

と。そういうことにつなげたいなと思っています。

次のページにいっていただきますと、その緑と

いうのはどんな観点から評価をするのかというこ

とで、大きく三つかなという、今、議論をしていま

す。一つは気候変動対策ということで、 の問題

もありますし、先ほどの暑熱対策、ヒートアイラン

ド防止というような、日光を防ぐという効果もあ

ると思っています。右側が生物多様性の確保とい

うことと、その下の所が人の幸せ、 の

向上というところになってこようかと思います。

枚めくっていただきますと、さらにそれをブレ

ークダウンしたような形で要素が書いてありまし

て、ただ、ここからもさらにブレークダウンをしな

ければいけませんので、これをまた 年弱かけて

さらに深掘りしていく議論を、これから始めてい

くのかなと思っています。

今度 ページにちょっと戻っていただきたいの

ですけれども、今申し上げた評価の仕組みを、日本

としてはこんなふうに考えますよということを、

先ほどの の都市大臣会合の中でも、大臣からも

ご紹介をしていただきました。大きく出ているの

は、左側の下の所ですね、インパクト投資や 投

資など、民間セクターの投資を促進奨励する市場

環境整備ということを挙げておりますし、具体的

にどうするのということで言いますと、ちょっと

ポスターが細かくて恐縮なのですけれども、この

緑地の確保に対する日本の取り組みの情報発信の

ところで、「ポスター展示」とあるような、こんな

仕組みをイメージして我々、今、日本としては検討

しているよというのを、斉藤大臣から各国の大臣

にもご紹介をいただいた、というところでござい

ます。

ページに戻っていただくと、エネルギーの面

的利用ということで、もう一つ大きな柱にしてお

ります。これは今までも、都市局として支援をして

いるのですけれども、元々ビル同士をつなげて面

的利用をすると、エネルギーを消費するピークの

時間が、例えばホテルとマンションとデパートで

違ったりもするので、そういうところをならして

平準化すると、とてもエネルギー効率がいいです

よねというのが、元々の面的エネルギーの利用促

進のメリットだったわけです。今、技術進化とか、

さらなる意識の変化ということもあって、最近そ

れだけでなしに、この右側の所を見ていただくと、

例えば右端のオフサイトで、太陽光発電で再生可

能エネルギーを使うとか、あるいはその下で水素

アンモニアを使うとか、あるいは情報技術によっ
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の一番下に委員の先生がいらっしゃいますけれど

も、金融の専門家あるいは造園、あるいは環境の専

門家の皆さんに集まっていただいて、本当に多面

的な角度から色んなご議論をいただきました。た

またまこの 月から 月まで、ずっと何回かご議

論をいただいたのですけれども、非常に熱心に議

論をいただきましたので、その成果というか中身

について、少しご紹介をしたいと思います。

ページになるのですけれども、ここはどんな

緑を認証の対象にするか、ということが書いてあ

ります。左は、例えばビルを建てるときのプロジェ

クトで、新たに緑をつくり出す、そういう場合が一

つの対象です。それから、右側を見ていただくと、

今ある緑地なのですけれども、そこをどういうふ

うにうまく管理をしていくのか。これは、物理的に

何か上手いやり方をということもあるのですけれ

ども、同時に上手い仕組みでもって、ファイナンス

的にも継続的な管理、持続的な管理が可能になる

ような仕組み方をする、そういったことも両方入

ってくるのかなというふうに思っています。

枚めくっていただきまして、どんな単位でこの

緑を評価したらいいのか、ということなのですけ

れども、今回、我々のテーマの一つというのは、広

域性であったり、あるいはネットワークというこ

とだと思っています。どういうことかといいます

と、例えば鳥であったりとか、あるいは動物でも例

えば多少大型の哺乳類とか、そういうところにな

ればなるほど、行動半径って広がってくるのだろ

うと思います。そういう意味でも、左のように街区

であったり、そういう単位で緑というのを認証し

ていくというのも一つ大事なこと。それぞれの

個々のものがないと、なかなかつながらないので、

そういう個々のユニットって大事なのですけれど

も、一方で、地域という単位に、それがどう貢献す

るかということが、評価としては非常に難しいの

ですけども、そこまで本当は評価をすべきだろう

と、そういう議論をしています。

そんなこともあって、右側のオレンジの所を見

ていただきますと、イメージとしてはこういう幾

つかの緑の塊をそれぞれ捉えて、それがネットワ

ーク化されるようなことが、上手く実現される。そ

のことを、そこにつながるような緑の配置であっ

たり、あるいはリソースの仕方を評価してあげる

と。そういうことにつなげたいなと思っています。

次のページにいっていただきますと、その緑と

いうのはどんな観点から評価をするのかというこ

とで、大きく三つかなという、今、議論をしていま

す。一つは気候変動対策ということで、 の問題

もありますし、先ほどの暑熱対策、ヒートアイラン

ド防止というような、日光を防ぐという効果もあ

ると思っています。右側が生物多様性の確保とい

うことと、その下の所が人の幸せ、 の

向上というところになってこようかと思います。

枚めくっていただきますと、さらにそれをブレ

ークダウンしたような形で要素が書いてありまし

て、ただ、ここからもさらにブレークダウンをしな

ければいけませんので、これをまた 年弱かけて

さらに深掘りしていく議論を、これから始めてい

くのかなと思っています。

今度 ページにちょっと戻っていただきたいの

ですけれども、今申し上げた評価の仕組みを、日本

としてはこんなふうに考えますよということを、

先ほどの の都市大臣会合の中でも、大臣からも

ご紹介をしていただきました。大きく出ているの

は、左側の下の所ですね、インパクト投資や 投

資など、民間セクターの投資を促進奨励する市場

環境整備ということを挙げておりますし、具体的

にどうするのということで言いますと、ちょっと

ポスターが細かくて恐縮なのですけれども、この

緑地の確保に対する日本の取り組みの情報発信の

ところで、「ポスター展示」とあるような、こんな

仕組みをイメージして我々、今、日本としては検討

しているよというのを、斉藤大臣から各国の大臣

にもご紹介をいただいた、というところでござい

ます。

ページに戻っていただくと、エネルギーの面

的利用ということで、もう一つ大きな柱にしてお

ります。これは今までも、都市局として支援をして

いるのですけれども、元々ビル同士をつなげて面

的利用をすると、エネルギーを消費するピークの

時間が、例えばホテルとマンションとデパートで

違ったりもするので、そういうところをならして

平準化すると、とてもエネルギー効率がいいです

よねというのが、元々の面的エネルギーの利用促

進のメリットだったわけです。今、技術進化とか、

さらなる意識の変化ということもあって、最近そ

れだけでなしに、この右側の所を見ていただくと、

例えば右端のオフサイトで、太陽光発電で再生可

能エネルギーを使うとか、あるいはその下で水素

アンモニアを使うとか、あるいは情報技術によっ

 

てエネルギーマネジメントシステム、 、こうい

ったものをこの面的利用に組み込むことによって、

より効率的な細かい管理をしていくということが

可能になってまいります。そういう取組みもしっ

かり応援していくことも、併せて都市局としても

考えていきたいなと思っています。

次のページからは、良質な緑地の確保のイメー

ジということで、いくつか具体的な事例を挙げさ

せていただいています。特徴でいうと、ここでも

とか、大きなものでいうと とか ヘクタ

ールとか、すごく規模が大きいということ、民間プ

ロジェクトの中で、かなりの面積を割いてこうい

ったものを、今ご準備いただいているところが出

てきているということだと思います。しかも、それ

がいわゆる経済性ということも考慮に入れた上で、

プロジェクトとして行われ始めているというのが

非常に大きな特徴だろうと思います。

次のページにいっていただくと、本当に都心部

も含めて、こういった形でいくつか、コモレ四谷だ

ったり、 だったりとか、こういったも

のが出てこようかと思います。

次のページに移っていきますと、今までのは大

体、オフィスビルだったりマンションだったので

すけれども、それだけではなしに、サンデンフォレ

スト、左上の工場であったりとか、左下の新柏の病

院であったりとか、右上は調の森、印西市の研究施

設であったりとか、そういった色んな用途に対し

て、こういう緑の価値というのが認められだして

いると、そういう今いい潮流ができかけているか

なと思います。

枚めくっていただきまして、ショッピングモー

ルだったり、住宅団地だったり、企業の保有施設と

いうところにも、緑の価値というのが認められて

きているということかと思います。

． の取組み

枚めくっていただきまして、次に 。少し駆け

足になりますが、お話をさせていただきたいと思

います。

ページ、もう 枚おめくりいただきますと、

これは先ほどの都市大臣会合の中で、『マインクラ

フト』という街づくりのゲームがあるのですけれ

ども、これを都市大臣担当の大臣の皆さんに体験

をしていただきました。自分で操作をしていただ

いて、それで栗林公園という公園の中から、ちょっ

と一瞬ワープをして、それで高松の街の中に入っ

てそこで皆さんで、この真ん中の下の所ですけれ

ども、ウェブ上でバーチャルな記念撮影をすると

いう段取りです。

この取り組みが非常に特徴的なのは、右側を見

ていただくと、これを皮切りに注目を集めて、高松

のまちなみデザインコンテスト、皆さんに、高松の

街の皆さんに参加をしていただいて、ワークショ

ップなどをして、サンポートというのはその高松

の街なのですけども、自由な発想で未来を描いて

もらいましょうということで、市民参加ツールと

してこのゲームをうまく使いたい。そういう形で、

一連の取り組みをしていただいています。

枚めくっていただきますと、都市大臣会合の中

でもこういった感じで、一番上の所でいうと、デジ

タル化が社会の発展とマネジメントに貢献をする

ということと、それに当たっては、少し下の所で、

エビデンスベースの取り組みが大事です、あるい

は市民のインクルーシブ、市民参加というのが大

事ですということが書かれています。

こういうことをきっかけに、次のページなので

すけれども、都市局としては例えば、 都市モデ

ルということで、 のデジタルツイン、現実の街

をデジタル上にも再現しましょうということで、

というのをやっていますけれど

も、こういったものをいくつか活用しながら、今回

の でも各国から、この取り組みは面白いねとい

うことで、いくつか非常に注目もされたものです

から、色々各国とも情報交換しながら進めていき

たいなということを思っています。

次のページ、ご覧をいただきますと、この中でも

我々としてこだわりたいのは、エコシステムとい

うことで、できるだけ循環的にシーズとニーズが

回っていくことが大事かなと思っています。ちょ

っと色々文字が書いてありますけれども、左側で

国が色んな技術開発をしたりして、あるいはこの

というものを立ち上げて、きっか

けづくり、シーズをつくりますということが書い

てあります。それが右側にいくと、各地域だったり

あるいは分野だったり、必ずしも都市行政をやっ

ている人たちだけではない、色んな領域の広がり

も含めて、地域の空間の広がりも含めて、裾野の広

がりを実現していきますと。そのことで、オープン

イノベーションの創出ということで、ニーズが広

がっていくので、それに応じた形で、またシーズが
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応えていきますと。左側にまた返ってくると。そう

いう、うまいエコシステムが描ければなと思って

います。

今のは典型的な 都市モデルのことでお話をさ

せていただいたのですけれども、次のページ以降

は、それから少し広いスマートシティということ

で、上にあるような色んなインフラの維持管理の

問題であったり、環境のエネルギー、色んな都市の

課題というのを、いくつか都市 も含めながら、

デジタルの力で解決をしていくと。それが次のペ

ージで、政府全体の取り組みでもって、しっかり進

めていくという取組みを紹介しております。

以上で、今日、私がいただいた時間がそろそろか

なというふうに思うのですが、本日、長い時間にわ

たりまして、また、冒頭で少しばたつきまして、ご

迷惑をお掛けしたのですが、私からの講演とさせ

ていただきます。本日はお時間いただきまして、あ

りがとうございました。
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